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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　半径方向に延びる複数のブレードを持つ少なくとも一つのタービンロータを含み、各ブ
レードは、エアロホイルと、このエアロホイルの半径方向内方に配置されたプラットホー
ムと、このプラットホームの半径方向内方に配置されたステムとを有する、ターボマシン
で使用するための振動ダンパーにおいて、
　隣接したブレードプラットホームに設けられた夫々の接触面と係合するように形成され
た一対のシール面を含むシール領域と、前記シール領域から半径方向内方に延び、隣接し
たブレードステムの間の位置で終端するように形成されたマス領域とを含み、
　前記シール領域は、前記対をなしたシール面のうちの第１シール面が、前記ロータに対
して実質的に半径方向の平面内にあり、前記隣接したブレードプラットホームのうちの一
方の半径方向接触面と係合するように形成されている、振動ダンパー。
【請求項２】
　請求項１に記載の振動ダンパーにおいて、
　前記マス領域は全体に細長い形態である、振動ダンパー。
【請求項３】
　請求項１に記載の振動ダンパーにおいて、
　前記マス領域は、前記シール領域と隣接した比較的狭い区分と、その半径方向内方の比
較的大きな区分とを有する、振動ダンパー。
【請求項４】
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　請求項１に記載の振動ダンパーにおいて、
　重心が、実質的に前記マス領域内に、又は前記マス領域とほぼ隣接して配置されている
、振動ダンパー。
【請求項５】
　請求項１に記載の振動ダンパーにおいて、
　前記シール領域は、前記シール面が前記ロータに対して半径方向外方で先細になるよう
に形成されており、前記隣接したブレードプラットホームの同様に先細になる接触面と係
合する、振動ダンパー。
【請求項６】
　請求項５に記載の振動ダンパーにおいて、
　前記シール面は互いに鋭角をなす、振動ダンパー。
【請求項７】
　請求項１に記載の振動ダンパーにおいて、
　前記ロータの回転中に前記ダンパーに作用する遠心力の線が、前記対をなしたシール面
のうちの第２シール面の中央弦領域を通過する質量分布を持つように形成されている、振
動ダンパー。
【請求項８】
　請求項１に記載の振動ダンパーにおいて、
　前記シール領域は保持突出部を有し、この保持突出部は、前記振動ダンパーに作用する
遠心力が、前記シール面を押圧して前記接触面と係合させるには不十分である場合に、隣
接したブレードプラットホームのうちの一方に形成された対応する保持凹所内に緩く係合
し、前記保持凹所内に保持される形体を備えている、振動ダンパー。
【請求項９】
　請求項１に記載の複数の振動ダンパーが、隣接したタービンブレード間に設けられた少
なくとも一つのタービンロータを持ち、
　前記ロータの各ブレードの前記プラットホームは、前記エアロホイルの一方の側に第１
接触面を形成し、前記エアロホイルの反対側に第２接触面を形成するような形体を有し、
　前記プラットホームは、前記第２接触面の実質的に半径方向内方に配置された突出部を
含み、前記第２接触面と前記突出部との間に凹所を形成し、
　振動ダンパーのシール領域は、前記凹所内に配置されている、ターボマシン。
【請求項１０】
　請求項９に記載のターボマシンにおいて、
　前記第１接触面は、前記ロータに対して実質的に半径方向の平面内にあり、前記第２接
触面は、前記半径方向の平面に対して鋭角をなす平面内にある、ターボマシン。
【請求項１１】
　請求項１０に記載のターボマシンにおいて、
　前記第１接触面は前記エアロホイルの吸引側に設けられ、前記第２接触面は前記エアロ
ホイルの圧力側に設けられる、ターボマシン。
【請求項１２】
　請求項１１に記載のターボマシンにおいて、
　各ダンパーは、そのシール領域が、実質的に、一方のブレードの前記第１接触面と、隣
接したブレードの前記第２接触面との間に形成された空間内に配置されるように形成され
ている、ターボマシン。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は振動ダンパーに関し、更に詳細には、ガスタービンやスチームタービン等のタ
ーボマシンのタービンブレードの隣接したプラットホーム区分間で使用される振動ダンパ
ーに関する。
【背景技術】
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【０００２】
　ガスタービンエンジン等の代表的なターボマシンは、複数のタービンブレードがロータ
ホイール又はディスクの周囲に、近接して、半径方向に間隔が隔てられた関係で取り付け
られた多数のタービン区分を含む。タービンブレードは、作用ガス流の運動エネルギを機
械の回転エネルギに変換するため、高温のガス流中に突出するように構成されている。各
ロータブレードは、ディスクに形成された相補的凹所に受け入れられる根部と、エアロホ
イルと、根部区分とエアロホイル区分との間に配置されたプラットホームとを含む。ブレ
ードのプラットホームは横方向に延びており、エンジンを通るコア流路の半径方向最内面
を集合的に形成する。この種の全体構成を図１に例として示す。図１は、二つの隣接した
タービンブレード１、２を示す。これらのタービンブレードは、各々、「モミの木(fir-t
ree)」形体断面の根部領域３を有する。各タービンブレード１、２のモミの木状根部３は
、中央ロータディスク５に設けられた相補的凹所４内に受け入れられる。
【０００３】
　各ロータブレード１、２は、モミの木状根部３から半径方向外方に延びるに従って、広
幅になるステム領域６を有し、この領域の外側には、横方向に延びるプラットホーム７が
夫々設けられている。プラットホーム７の半径方向外側にはエアロホイル領域８が配置さ
れている。このエアロホイル領域には、図示の構成では、全体に従来の方法で複数の冷却
穴９が設けられている。
【０００４】
　エンジンの作動中、代表的には、タービンブレード１、２間とロータディスク５との間
、及びタービンブレード１、２それ自体の間で振動が発生する。この振動は、抑制されて
いない場合には、タービンブレードの疲労をもたらし、そのため、これらの振動のエネル
ギを放散するための構成を設けることが必要とされる。これは、一般的には、隣接したタ
ービンブレード間に振動ダンパーを挿入することによって行われる。これらのダンパーは
、図１に示す先細の接触面１０、１１等の隣接したプラットホーム７の向き合った接触面
に当接するように構成されている。
【０００５】
　この種の代表的な振動ダンパーを図２に参照番号１２で示す。この振動ダンパー１２は
、更に、この図でわかるように、図２に概略に示す作動位置において、隣接したブレード
プラットホーム７間の小さな隙間１３をシールする二次的機能を果たす。隣接したタービ
ンブレード間の隙間１３をこのようにシールすることにより、エンジンを通る作動流体流
の高温のガスがプラットホーム７の下を流れないようにし、これによって、ガスタービン
エンジンを非効率にする原因をなくす。更に、隣接したプラットホーム７間の隙間１３を
シールすることにより、冷却ガスをエンジンの高温の作用ガス流中に漏出することなく、
ステム６間の間隔を通して冷却ガス流を供給できる。
【０００６】
　各振動ダンパー１２は、エンジンの作動中にダンパー１２に遠心力による負荷が加わっ
たとき、ブレードプラットホーム７の先細の接触面１０、１１に押し付けられてこれと密
封係合する一対の先細の平らなシール面１４、１５を持つように構成されている。ダンパ
ー１２のシール面１４、１５とブレードプラットホーム７の接触面１０、１１とが接触し
たとき、隣接したタービンブレード間の相対的移動により、接触面１０、１１とシール面
１４、１５との間に摺動移動が生じ、これにより振動エネルギを放散する。
【０００７】
　しかしながら、上文中に説明した一般的な種類の従来提案された振動ダンパー１２には
多くの欠点があったことがわかっている。例えば、従来のダンパーは、減衰を効果的に行
う上で質量が不十分であった。更に、上文中に説明した種類の振動ダンパーは、多くの場
合、隣接したタービンブレード間の主要な半径方向相対移動(primary radial relative m
ovement)により発生する振動の場合には、特に効果的な減衰を提供しない。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
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【０００８】
　従って、本発明の目的は、ターボマシンで使用するための改良振動ダンパーを提供する
ことである。本発明の別の目的は、このような改良振動ダンパーを組み込んだターボマシ
ンを提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　従って、本発明の第１の特徴は、半径方向に延びる複数のブレードを持つ少なくとも一
つのタービンロータを含み、各ブレードは、エアロホイルと、このエアロホイルの半径方
向内方に配置されたプラットホームと、このプラットホームの半径方向内方に配置された
ステムとを有する、ターボマシンで使用するための振動ダンパーであって、隣接したブレ
ードプラットホームに設けられた夫々の接触面と係合するように形成された一対のシール
面を含むシール領域を含み、シール領域から半径方向内方に延び、隣接したブレードステ
ムの間の位置で終端するように形成されたマス領域を含むことを特徴とする振動ダンパー
を提供する。
【００１０】
　好ましくは、マス領域は全体に細長い形態であり、シール領域と隣接した比較的狭い区
分と、その半径方向内方の比較的大きな区分とを含んでいてもよい。
【００１１】
　別の好ましい構成では、振動ダンパーは、重心が、実質的にマス領域内に、又はマス領
域とほぼ隣接して配置される。
【００１２】
　振動ダンパーのシール領域は、シール面がロータに対して半径方向外方で先細になるよ
うに形成されていてもよく、隣接したブレードプラットホームの同様に先細になる接触面
と係合する。
【００１３】
　好ましくは、シール面は互いに鋭角をなす。
【００１４】
　シール領域は、好ましくは、対をなしたシール面のうちの第１シール面が、ロータに対
して実質的に半径方向の平面内にあり、隣接したブレードプラットホームのうちの一方の
半径方向接触面と係合するように形成されていてもよい。
【００１５】
　振動ダンパーは、ロータの回転中にダンパーに作用する遠心力の線が、前記対をなした
シール面のうちの第２シール面の中央弦領域を通過する質量分布を持つように形成されて
いてもよい。
【００１６】
　好ましい実施形態では、振動ダンパーのシール領域は保持突出部を有し、この保持突出
部は、振動ダンパーに作用する遠心力が、シール面を押圧してブレードプラットホームの
接触面と係合させるには不十分である場合に、隣接したブレードプラットホームのうちの
一方に形成された対応する保持凹所内に緩く係合し、前記保持凹所内に保持される形体を
備えている。
【００１７】
　本発明の別の特徴によれば、隣接したタービンブレード間に上文中に説明した種類の複
数の振動ダンパーが設けられた少なくとも一つのタービンロータを持つターボマシンが提
供される。
【００１８】
　ターボマシンの好ましい実施形態では、ロータの各ブレードは、エアロホイルと、この
エアロホイルの半径方向内方に配置されたプラットホームと、このプラットホームの半径
方向内方に配置されたステムとを有し、プラットホームは、エアロホイルの一方の側に第
１接触面を形成し、エアロホイルの反対側に第２接触面を形成する形体を有し、第１接触
面は、ロータに対して実質的に半径方向の平面内にあり、第２接触面は、半径方向の平面
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に対して鋭角をなす平面内にある。
【００１９】
　好ましくは、前記第１接触面はエアロホイルの吸引側に設けられ、前記第２接触面はエ
アロホイルの圧力側に設けられる。
【００２０】
　更に、各ロータブレードのプラットホームは、第２接触面と突出部との間に凹所を形成
するため、好ましくは、第２接触面の実質的に半径方向内方に配置された突出部を含む。
【００２１】
　各振動ダンパーは、そのシール領域が、実質的に、一方のブレードの第１接触面と、隣
接したブレードの第２接触面との間に形成された空間内に配置されるように形成されてい
る。遠心力が加わっていない場合でも振動ダンパーをこの位置に保持するため、振動ダン
パーのシール領域の一部が前記凹所内に延びており、この凹所内に緩く配置される。
【００２２】
　次に、本発明の実施形態について添付図面を参照して例として説明する。
【図面の簡単な説明】
【００２３】
【図１】図１は、ロータディスクを中心として半径方向に配置された隣接したタービンブ
レードの従来の構成をおおまかに示す図である。
【図２】図２は、（上述した）従来技術の振動ダンパー構成を示す図である。
【図３】図３は、特定の振動モードについての、隣接したブレードプラットホームの接触
面間の角度に対するタービンブレードのチップの変位のプロットを示す図である。
【図４】図４は、本発明による振動ダンパーを示す概略断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００２４】
　上述のように、ガスタービンエンジン用振動ダンパーは、タービンの回転中にダンパー
に遠心力による負荷が加わったとき、二つの隣接したタービンブレードプラットホームに
設けられた角度をなした表面と接触するように構成された一対の先細の平らな表面を持つ
中実のマスの形態をとる。従って、このような構成は、ブレードのエアロホイル区分の両
側に接触面を持つタービンブレードを設けることを必要とするということは明らかである
。これらの接触面は、両方とも、半径方向の平面に対して角度をなしている。このような
構成には、多くの欠点があるということがわかっている。
【００２５】
　これらの欠点のうちの第１の欠点は、図１及び図２を考慮することにより明らかであり
、これらの図から、この種の形体の構成を提供するためには、必要な接触面を形成するた
め、プラットホームの両側に材料除去作業を行わなければならないということがわかる。
このことは、ブレード鋳造体の現在の形態により、利用可能なプラットホーム下空間が制
限されるため、ダンパーを現存のブレード設計に合わせて改造する必要がある場合に特に
問題となる。このような場合には、タービンブレードの両側でプラットホームに適当なキ
ャビティを機械加工する上で、費用上の理由により、及び構造に機械的応力が発生するた
め、問題となる。
【００２６】
　更に、振動により、隣接したタービンブレード間で主要な半径方向相対移動が発生する
場合には、隣接したタービンブレードの隣接した先細の接触面間の角度が小さくなった場
合（即ち、一対の隣接したタービンブレードの接触面又はこれらの接触面の少なくとも一
方が、タービンロータに対して半径方向に向かって移動する場合）に、振動エネルギを更
に効果的に放散できる。この効果を図３に示す。図３は、隣接した先細の接触面間の「ル
ーフ角度」に対するブレードチップ変位のプロットを示す。わかるように、「ルーフ角度
」が小さくなると、振動中のチップ変位のレベルが低下する。
【００２７】
　図４は、一対の隣接したタービンブレード１６、１７を示す、本発明による構成を示す
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。これらのタービンブレードは、最大弦深さ点(points of maximum chord depth) を通る
断面で示してある。各ブレードは圧力側Ｐ及び吸引側Ｓを有し、ロータディスク１９に形
成された相補的凹所の夫々内に係合する半径方向最内モミの木状根部を有する。わかるよ
うに、作動中、ロータディスクは、かくして、図４に示すように、反時計廻り方向Ｒに回
転する。
【００２８】
　各タービンブレード１６、１７は、更に、モミの木状根部１８から半径方向外方に延び
るステム領域２０を夫々有する。ステム領域はプラットホーム２１を支持し、このプラッ
トホームを越えて夫々のエアロホイル区分２２がロータ１９に関して全体に半径方向に延
びている。各プラットホーム２１は、ブレード軸線２３の吸引側に第１接触面２４を形成
し、ブレード軸線２３の圧力側に第２接触面２５を形成する。
【００２９】
　各タービンブレード１６、１７の第１接触面２４は、ロータ１９に対して実質的に半径
方向の平面内にあるように配置される。しかしながら、各タービンブレードの第２接触面
２５は、第１接触面２４に対して鋭角αをなす平面内にある。
【００３０】
　各プラットホーム領域２１には、更に、（ロータ１９に対して全体に横方向に延びる）
小さな突出部２６が、角度をなした第２接触面２５の半径方向内方に間隔が隔てられた位
置に設けられている。かくして、突出部２６と角度をなした第２接触面２５との間に凹所
２７が形成される。凹所２７は、かくして、ブレードの圧力側Ｐで、プラットホーム２１
に設けられる。これは、凹所２７をブレードの吸引側Ｓに切り込む実施形態よりも好まし
い。これは、図４でわかるように、最大弦深さ位置で、ブレードの吸引面がプラットホー
ムの縁部の非常に近くに配置されるためである。かくして、ブレードの吸引側Ｓに切り込
んだ凹所２７は、遠心力による負荷がプラットホーム２１を通して伝達される経路に非常
に近い。この経路を、図４にハッチングを施した領域で示す。凹所２７をブレードの圧力
側Ｐでプラットホームに切り込むことによって、凹所がこの負荷経路と干渉することがな
いようにする。更に、タービンブレードは、代表的には、吸引側Ｓが負荷の比較的多くを
支持するように設計されている。これは、通常は、前縁及び後縁が比較的高温であり、冷
却穴が設けられており、一般的にデブリによる衝撃を被り易いためである。
【００３１】
　隣接したタービンブレード１６、１７間に振動ダンパー２８を設ける。振動ダンパー２
８は、半径方向最外シール領域２９及び半径方向最内マス領域３０を持つものと考えられ
る。シール領域及びマス領域は、比較的狭いネック領域３１によって相互連結されている
。図４でわかるように、シール領域２９は、使用時に、ほぼ、隣接したタービンブレード
のプラットホーム領域２１間に配置される。これに対し、半径方向内方に延びるマス領域
３０は、隣接したタービンステム２０間に形成された空間３２内に配置される。
【００３２】
　ダンパーのシール領域２９は第１シール面３３を形成し、この第１シール面は、ロータ
１９に対して実質的に半径方向の平面内にあり、及びかくして隣接したブレード１７の第
１接触面２４と密封係合するように示してある。シール領域２９には、第２シール面３４
もまた設けられており、この第２シール面３４は、第１シール面３３に対して鋭角αをな
す平面内にある。このようにして、第２シール面３４は、隣接したタービンブレード１６
の第２接触面２５と密封係合するように形成されている。
【００３３】
　図４からわかるように、ダンパー２８の比較的狭いネック領域３１は、シール領域２９
から半径方向内方に延び、一方のタービンブレード１６の突出部２６と、隣接したタービ
ンブレード１７の第１接触面２４の最も下の領域との間の比較的狭い空間を通過する。シ
ール領域２９は、かくして、段状突出領域３５を形成するものと考えることができる。こ
の段状突出領域は、ネック領域３１に対して外方に延びており、二つのブレード間に形成
された凹所２７内に受け入れられる。このようにして、ダンパー２８のシール領域２９は
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、隣接したブレードプラットホーム２１間に形成された空間内に緩く捕捉された状態で保
持される。このことは、ターボマシンが作動しておらず、ロータ１９が静止している場合
、ロータの周囲に設けられた最も上側のダンパー２８は、重力の作用で吊り下げられてい
るだけであって、これらのダンパーの段状突出領域３５は夫々の突出部２６と係合してお
り、これによって各ダンパーのシール領域を隣接したブレードプラットホーム２１間のス
ロット状空間内に保持するということを意味し、これに続いてターボマシンを始動し、遠
心力がダンパー２８に作用したとき、そのシール面３３、３４が遠心力による負荷の作用
でブレードの接触面２４、２５と密封係合した状態に正しく押し込まれるように正しく整
合するということを意味する。
【００３４】
　上文中に論じたように、角度をなした第２接触面２５及び関連した凹所２７が各ブレー
ドプラットホーム２１の圧力側に設けられる。ロータディスクがエンジンの始動中に回転
を（図４に示すように反時計廻り方向に）最初に開始するとき、凹所２７は、ダンパーを
効果的に案内する。このことは、最初に、ダンパーの第１シール面３３が、隣接したブレ
ードの第１接触面２４に負荷を加えるということを意味する。これにより、ダンパーを、
ダンパーが角度をなした接触面２５に押し付けられている場合よりも容易に、両ブレード
の向き合った接触面２４、２５と適正に密封係合するまで半径方向外方に摺動できる。
【００３５】
　ダンパーのマス領域３０は、隣接したブレードのステム２０の間の位置で、拡大領域で
終端する全体に細長いテールの形態をとるものと考えることができる。マス領域３０は、
その質量の大部分がダンパーの段状領域３５と同じ側にあるように賦形されている。この
構成は、全体に参照番号３６を付した振動ダンパー２８全体の重心が、ダンパーの第２シ
ール面３４に沿って中央弦点(mid-chord point) の実質的に半径方向下方に配置されるよ
うにする上で効果的である。好ましくは、重心は、ダンパーのマス領域３０内に、又は少
なくともダンパーのマス領域３０と隣接して配置される。このようにして、ダンパー２８
の質量分布は、ロータの回転中にダンパー２８に遠心力が加わったとき、ダンパーに作用
する遠心力の線が、実質的に、第２シール面３４の中央弦点を通過するようにする上で有
効である。これは、第２シール面３４が第２接触面２５に押し付けられてこの第２接触面
と密封係合するとき、負荷が第２シール面３４に亘って均等に分布するのを補助するため
、望ましい。ロータの回転中にダンパーに作用する遠心力の線が、角度をなした第２接触
面２５の縁部の近くに作用するようにダンパーの質量分布がなされている場合、負荷は接
触面２５に亘って不均等に分配され、これにより、提供されるシールの品質に悪影響が及
ぼされる。
【００３６】
　上文中に説明し、図４に示した種類の振動ダンパーは、上文中に説明した従来技術の種
類の構成を越える多くの利点を提供する。第１に、本発明の振動ダンパー２８は、角度を
なした接触面２５を形成するためにプラットホームの一方の側だけにアンダーカットが形
成された隣接したタービンブレードとともに使用できる。第２に、ダンパーは比較的小さ
な、特定的には鋭角の「ルーフ角度」αを有し、これにより、隣接したブレード間の半径
方向移動に関する振動減衰が改善される。
【００３７】
　更に、半径方向内方に延びるマス領域３０により、上文中に説明した種類のマス領域を
持たない従来技術の構成に対し、ダンパーの全体質量を大幅に増大できる。効果的減衰作
用を確保するのに十分な質量をダンパーに提供する余地が与えられる。
【００３８】
　本発明を上文中に説明した例示の実施形態と関連して説明したけれども、本開示により
、当業者には、多くの等価の変形及び変更が明らかになるであろう。従って、上文中に説
明した例示の実施形態は例示であって、限定でないと考えられる。本発明の精神及び範囲
から逸脱することなく、上述の実施形態に対する様々な変更を行うことができる。
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